○紫波町森林整備促進対策事業費補助金交付要綱
令和６年告示第112号
（目的）
第１　森林の整備を促進し多面的機能の維持及び増進を図るため、森林の整備等に要する経費に対し、森林環境譲与税及び森林環境基金を原資とし、予算の範囲内で、紫波町補助金交付規則（昭和35年紫波町規則第15号。以下「規則」という。）及びこの要綱により補助金を交付する。
（定義）
第２　この要綱において、「事業」とは、森林の整備等のために行われる次の各号に定めるものをいう。
(１)　森林作業道開設等　岩手県森林作業道作設指針（平成23年４月８日付け森整第27号）に準拠した森林作業道の開設又は改良をいう。
(２)　再造林等　森林環境保全整備事業実施要領（平成14年３月29日付け13林整第 885号林野庁長官通知。以下「国要領」という。）第１第１項に規定する事業のうち、次に掲げるものをいう。
ア　森林環境保全直接支援事業における人工造林（人工林を伐採した跡地に行う造林に限る。）及び付帯施設等整備のうち鳥獣害防止施設等整備
イ　特定機能回復事業の林相転換特別対策（特定スギ人工林）における一貫作業
(３)　除・間伐等　国要領第１の１に規定する森林環境保全直接支援事業のうち、下刈（植樹した年度から起算し、５年度以内に限る。）、除伐、保育間伐、間伐及び枝打ちをいう。（補助対象経費及び補助額）
第３　補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助額は、別表１のとおりとする。
（補助対象者）
第４　補助金の交付の対象となる者は、森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項に規定する地域森林計画の対象となる紫波町内の森林において、第３に規定する事業を行う土地所有者又は森林経営管理法（平成30年法律第35号）第36条第２項の規定により公表された岩手県意欲と能力のある林業経営体とする。
（申請の取下げ期日）
第５　規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して15日以内とする。
（提出書類及び提出期日）
第６　規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表２のとおりとする。
（事業の完了、検査）
第７　補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助金交付対象者」という。）は、当該事業が完了したときは、紫波町森林整備促進対策補助事業実績報告書（様式第５号）に紫波町森林整備促進対策補助事業収支決算書（様式第６号）、国、地方公共団体若しくはその他公共的団体からの補助金の額が確認できる書類及びその他町長が必要と認めるものを添えて、町長に報告するものとする。
２　町長は、前項の規定による報告があったときは、報告を受理した日から10日以内に完了の検査を行うものとする。
３　町長は、検査結果を書面により補助金交付対象者に通知するものとする。
（交付決定の取り消し）
第８　町長は、規則第15条に規定する場合のほか、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(１)　虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(２)　補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(３)　この要綱又は規則に違反する行為があったとき。
２　前項の規定により交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金について、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
（報告等）
第９　町長は、必要があると認めるときは、補助金交付対象者に対して、報告又は書類の提出を求めることがある。
（補則）
第10　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。




別表１（第３関係）
	事業区分
	補助対象経費
	補助額

	森林作業道開設等
	森林作業道開設等に要する経費。ただし、開設については県が定める標準経費により算定したもの。
	補助対象経費の５分の４の額から国、地方公共団体その他公共的団体からの補助金の額を差し引いた額（1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。ただし、森林作業道の延長１メートル当たり 1,500円を乗じて得た額を限度とする。



	再造林等
	再造林等に要する経費で県が定める標準経費により算定したもの
	補助対象経費の５分の４の額から国、地方公共団体その他公共的団体からの補助金の額を差し引いた額（1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

	除・間伐等
	除・間伐等に要する経費で、県が定める標準経費により算定したもの。ただし、下刈、除伐、保育間伐及び枝打ちについては、当該事業に対する森林環境保全直接支援事業の補助金の交付の対象となるか否かを問わず、同要領に規定する事業を実施する場合を含む。
	補助対象経費の５分の４の額から国、地方公共団体その他公共的団体からの補助金の額を差し引いた額（ 1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。



別表２（第６関係）
	条項
	提出書類及び添付書類
	様式
	提出部数
	提出期日

	規則第4条の規定による書類
	紫波町森林整備促進対策事業費補助金交付申請書
	第1号
	1部
	別に定める。

	
	1　紫波町森林整備促進対策事業計画書
	第2号
	
	

	
	2　紫波町森林整備促進対策事業予算書
	第3号
	
	

	
	3　その他町長が必要と認めるもの
	
	
	

	規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による承認を受ける場合の書類
	紫波町森林整備促進対策事業（変更・中止）承認申請書
	第4号
	1部
	変更（中止、廃止）の理由の生じた日から15日以内

	
	1　変更（中止）の内容が確認できる書類
	
	
	

	
	2　その他町長が必要と認めるもの
	
	
	

	規則第13条第1項の規定による書類
	紫波町森林整備促進対策事業費補助金交付請求書
	第7号
	1部
	第７第３項に定める通知を受けた日から10日以内又は当該事業実施年度の3月31日のいずれか早い日。
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